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公益財団法人筑紫野市文化振興財団 



  令和７年度公益財団法人筑紫野市文化振興財団事業計画書 

 

Ⅰ．基本方針 

  公益財団法人筑紫野市文化振興財団は、定款に「文化施設の管理運営を効率的か

つ円滑に行い、市民の文化的生活の向上及び地域文化の振興に寄与すること」を目

的に掲げ、その実現に向けて取り組んでいる。 

 そこで、定款及び筑紫野市文化会館の管理に関する基本協定書に定めるところの

文化芸術の振興に関する事業を実施する。 

令和７年度は、筑紫野市から指定管理者の指定を受けて４期目最終年の５年目と

なる。引き続き次期指定管理者の指定を受けるべく令和８年度から令和１２年度の

５ヵ年の事業計画を策定する。 

  また、財団の運営にあたっては、将来にわたって継続的に公益財団法人としての

使命を果たすため、人材育成の強化を図っていく。 

 

  定款に定める事業（第４条関係） 

    １．市民の文化・芸術の振興に関する事業 

    ２．文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業 

    ３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

Ⅱ．事業内容 

  １．市民の文化・芸術の振興に関する事業（定款第４条第１項第１号関係） 

    ①公演事業の実施について 

      定款に則り、市民の文化的生活の向上及び地域文化の振興に寄与する事業等

を行う。 

 

令和７年度のテーマ 

『  つむぐ ～感動の輪を未来へ～ 』 

 

      (1) 本市に縁のある個人、団体とともに、幅広い世代の市民が文化芸術活動

と出会う事業を行う。「音楽の楽しみ方講座」では本市に縁がある若き音楽



家たちによるコンサートや本市在住の音楽家のプロデュースによる「管楽

奏の魅力」をテーマにしたコンサートを５回シリーズで開催する。 

          これらの事業をとおして、鑑賞する愉しさや感動する心と出会い、日々

の生活に潤いと活力を生み出すことを目指す。 

 

   (2) 世界中で紛争が続いている今、そして戦後８０年を迎えた今年、平和の

大切さを伝え、考える事業を行う。 

     初めての平和企画として、女優・紺野美沙子さんによる朗読会「星は見

ている 原爆でわが子を亡くした父母らの手記より」を開催する。平和学習

に取り組んでいる市内中学校の生徒に朗読会を通じて新たに学ぶ機会を提

供する。 

 

     今年度開催する全１３事業をとおして、これまで繋いできた「文化活

動」をさらに続け、感動の輪を未来へつなぐ「文化芸術」を文化会館から

発信することで更なる文化の広がりと次世代への継承を目指す事業を実施

する。 

 

    ②定期情報誌の発行及びホームページの運営 

      当財団の活動、事業の広報・周知をするため情報誌「トピック」を隔月刊で

４６，０００部発行し、市内全世帯に無料配布するとともに市内各施設（図書

館、生涯学習センター及び各コミュニティセンターなど）にも送付する。 

      また、ホームページや Facebook、Xなどの SNSで施設の紹介や利用案内、催

し物案内などを行い、市民への周知と利用者の増加に努める。 

 

 

  ２．文化の拠点となる施設の整備及び管理運営に関する事業（定款第４条第１項

第２号関係） 

    ①筑紫野市文化会館の管理運営について 

      (1) 施設の利用の許可及び使用料の収受に関すること 

          筑紫野市文化会館の利用承認等業務及び使用料の収納業務を的確に行う



とともに、利用率向上のため、利用者には適切・積極的なサービスに努め

る。 

          また、施設の貸与については、条例に基づき公益目的で利用する場合は

優先的に貸与する。 

      (2) 施設及び附属設備の維持管理に関すること 

          利用者や入館者が安全で安心して快適に利用できるよう、施設全般の適

正な維持管理に努める。 

      (3) 災害等に備えて防火避難訓練等の実施 

          災害等に備えて、消防用設備保守点検及び防火避難訓練を行う。 

 

 

  ３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第１項第３

号関係） 

    ①文化施設の貸与事業 

      公益目的以外でも施設利用の要望があるため、条例に基づき物販利用などは

使用料を４倍に設定するなど、公益目的と差を付けて施設貸与を行う。 

 

    ②物品販売等に関する事業 

      施設利用者等が物品販売等を行う際に、販売手数料を徴収する。 

 

 

  ４．その他 

      財団職員の知識、技術の向上を図るため、講座、説明会及び研修会に参加

し、研鑽に努める。 



令和７年度　公演事業月別年間事業計画表

月 事　業　名 事業種別 会場 概　　　　要
企画
番号

５
･
10

あなたもピアニスト！ その他
大･多目
的ホール

グランドピアノの弾き込みの為、コン
クール等の出演をめざす人を対象に練習
機会を提供。

５

６
･
７
・
８
・
９

音楽の楽しみ方講座2025
鑑賞型

教養講座型
大･多目
的ホール

演奏とその楽曲にまつわる話を解説する
ことで、より多面的に楽曲を味わう講
座。色んなジャンルの音楽の次世代への
継承をめざす。シリーズ化して実施す
る。

１３

７

紺野美沙子朗読会
「星は見ている
　原爆でわが子を亡くした父母らの手記
より」

鑑賞型 大ホール

平和の大切さを伝える母親の手記の朗読
をオリジナルの映像とともに鑑賞する機
会を提供。

７

８
シネマちくしの
子ども映画館

鑑賞型 大ホール 子ども向け話題作映画の上映会。 ６

９
ちくしのミュージックフェスタ
with ＤＡ･Ｎ･ＫＡ･Ｉ Vol.9

参加創造型 大ホール

実行委員会と共催。“団塊世代”の楽曲
を演奏する世代を越えたグループによる
発表と交流。

８

10
第19回ハーモニーフェスタ
　　　　　　　　 in ちくしの

参加創造型 大ホール
幼児から高齢者までの市内の合唱グルー
プとゲストによる発表と交流。

９

11 第40回名曲コンサート 鑑賞型 大ホール

九州交響楽団員を中心としたアンサンブ
ル福岡による、恒例のクラシックコン
サート。

1

８年
２

第二十二回ちくしの寄席
立川生志“ふるさと応援”落語会

鑑賞型
さんあい
ホール

本市出身のプロ落語家・立川生志と柳家
福多楼による日本の伝統芸能・話芸を披
露。

４

３ ちくしのブラスフェスタ Vol.7 育成支援型 大ホール

市内中学校､高等学校､社会人の10団体に
よる吹奏楽団の発表と交流。｢メセナち
くしの“吹奏楽祭”｣継承事業。

１０

自衛隊音楽隊
ふれあいコンサート in 筑紫野

鑑賞型 大ホール

自衛隊音楽隊による吹奏楽コンサート。
平成18年度から陸･海･空自衛隊の音楽隊
を招聘。

２

〈文化活動アウトリーチ事業〉
学校 ＤＥ 落語会

鑑賞型
小・中
学校

本市出身のプロ落語家による学校公演。
日本の伝統芸能の継承をめざす。

３

文化活動団体支援事業 育成支援型 ―

筑紫野市ちくしの少年少女合唱団、筑紫
野市文化協会、(特)ちくしの子ども劇
場、筑紫野市吹奏楽団、ちくしの混声合
唱団、ＮＰＯ法人えんげき広場ｃｕｅの
活動を支援する。

１１

文化活動ボランティア育成事業
サポーターズバンク

育成支援型 ―
公演事業の運営等を支援する人材の育
成。

１２

別  表

（定款第４条第１項第１号関係）

通年

調整中


